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むつ市放課後子どもプラン運営委員会設置要綱

平成２９年３月２９日公表

むつ市教育委員会訓令甲第３号

（設置）

第１条 放課後子ども教室推進事業及び放課後児童健全育成事業が連携し、将来を

担う子どもたちの安全・安心を確保し、心豊かで健やかに育むための環境づくり

を目指すために、むつ市放課後子どもプラン運営委員会（以下「運営委員会」と

いう。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 運営委員会は、次の事項について協議する。

(1) 教育委員会と福祉部局の具体的な連携方策に関すること。

(2) 事業計画の策定、検証及び評価に関すること。

(3) 地域の協力者等の人材確保に関すること。

(4) 活動プログラムの企画及び充実並びに児童の安全管理方策に関すること。

(5) 地域コーディネーター、放課後児童支援員等の資質向上に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める事項

（組織）

第３条 運営委員会は、委員１２名以内で組織する。

（委員）

第４条 委員は次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域コーディネーター

(2) 放課後児童支援員

(3) 学校関係者

(4) 社会教育関係者

(5) 教育部局職員

(6) 福祉部局職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当であると認める者

（委員の任期）

第５条 委員の任期は、委嘱又は任命をした日から１年とし、再任を妨げない。た

だし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
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（役員）

第６条 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 会長は、運営委員会の会務を総理し、運営委員会を代表する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。

（会議）

第７条 会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱又は任命後、最初の会議は

教育委員会が招集する。

２ 会長は会議の議長となる。

３ 会議は、委員半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

４ 会長は、委員以外の者の意見を聞く必要があるときは、委員以外の者を出席さ

せることができる。

（事務局）

第８条 運営委員会の事務局は、教育委員会事務局生涯学習課に置く。

（委任）

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、

会長が運営委員会に諮って定める。

附 則

この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則（令和元年６月１０日教委訓令甲第２号）

この訓令は、公表の日から施行する。
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む教総第３００号

令和３年４月２７日

各 小 中 学 校 校 長 様

むつ市教育委員会

教育長 阿 部 謙 一

（公印省略）

大型連休中の感染予防に係る対応について

現在国内では、新規感染者が５，０００人を超え第４波の到来とともに、感染力が

強いとされる変異株による感染の拡大等により、国では東京都、大阪府、兵庫県、京

都府には３回目の緊急事態措置を適用し、７県にまん延防止等重点措置を適用するな

どこれまでにない危機感をもった対応がなされております。

県内でも、３月上旬から新規感染者が継続して発生し、感染経路不明者が大幅に増

加、複数のクラスターの発生、また、変異株を有する症例も確認されるなど、このま

ま感染が拡大し続けると、医療提供にも支障が生じる恐れが懸念されております。

大型連休を迎えるにあたり今一度、感染予防対策を図る必要がありますので、下記

事項について、貴下職員に確実に周知し、留意の上対応くださるようお願いいたしま

す。

記

【期間：４月２９日（木）から５月９日（日）まで】

（１）感染者多数発生地域（緊急事態措置適用地域、まん延防止等重点措置適用区域

及び直近１週間の新規感染者数が人口１０万人当たり１５人以上の都道府県）へ

の不要不急の往来は強く自粛を求める。

（２）下北５市町村以外への往来も極力控える。

（３）感染者多数発生地域からの家族、親族等の不要不急の来訪はできるだけ控えて

いただく。

（４）会食については、普段一緒にいる人と少人数で短時間で行うようにし、仮に親

戚や友人であっても普段一緒にいない人とは極力控える。

職員及び御家族、そして市民の皆様のこれまでの対応がむつ市を新型コロナウイル

ス感染症から守ってきたということは、まぎれもない事実です。

引き続き、感染予防対策を徹底してくださるよう重ねてお願いいたします。

なお、５月１０日以降の対応につきましては、改めてお知らせいたします。

【担 当】

事務局総務課 総務・学務グループ

電 話 ２２－１１１１（内線３１１０）
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む教総第３００号

令和３年４月２７日

保 護 者 の 皆 様

むつ市教育委員会

教育長 阿 部 謙 一

（公印省略）

大型連休中の感染予防に係る対応について

平素より、教育行政につきまして御理解と御協力を賜り誠にありがとうございます。

さて、国では東京都、大阪府、兵庫県、京都府には３回目の緊急事態措置を適用し、

７県にまん延防止等重点措置を適用するなどこれまでにない危機感をもった対応がな

されております。

県内でも、３月上旬から新規感染者が継続して発生し、感染経路不明者が大幅に増

加、複数のクラスターの発生、また、変異株を有する症例も確認されるなど、このま

ま感染が拡大し続けると、医療提供にも支障が生じる恐れが懸念されております。

大型連休を迎えるにあたり今一度、感染予防対策を図る必要がありますので、下記

事項について十分留意の上、御対応くださるようお願いいたします。

記

【期間：４月２９日（木）から５月９日（日）まで】

（１）感染者多数発生地域（緊急事態措置適用地域、まん延防止等重点措置適用区域

及び直近１週間の新規感染者数が人口１０万人当たり１５人以上の都道府県）へ

の不要不急の往来は極力控える。

（２）感染者多数発生地域からの家族、親族等の不要不急の来訪はできるだけ控えて

いただく。

（３）会食については、普段一緒にいる人と少人数で短時間で行うようにし、仮に親

戚や友人であっても普段一緒にいない人とは極力控える。

各自の判断において感染予防対策をとりながら行動していただき、一人ひとりが国

の示す「新しい生活様式の実践例」に基づき行動するようお願いいたします。

県内の移動につきましても、感染症の発生状況を十分に確認していただき、外出す

る際には、感染対策について十分留意願います。

なお、５月１０日以降の対応につきましては、改めてお知らせいたします。

【担 当】

事務局総務課 総務・学務グループ

電 話 ２２－１１１１（内線３１１０）
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む 教総第 ３ １ ７ 号

令和 ３年 ５ 月 ６ 日

各 小 中 学 校 校 長 様

むつ市教育委員会

教育長 阿 部 謙 一

（公印省略）

新型コロナウイルス感染者が発生した際のフローチャートの変更について

令和３年４月１３日開催の教育委員会・校長会合同会議の際において提示いたしました標

記フローチャートについて、市感染症対策本部において検討した結果、別紙のとおりの取扱い

に変更いたします。

なお、新型コロナウイルス感染に伴う臨時休業については、すべて教育委員会からの指示

といたしますので、各校の判断により行うことのないようお願いいたします。

【担 当】

事務局総務課 総務・学務グループ

電 話 ２２－１１１１（内線３１１０）
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新型コロナウイルス感染症が発生した際のフローチャートの変更について

これまでむつ市では、令和２年７月２０日付けで発出した「コロナウイルス感染者が発生した場
合の臨時休業等の措置に関するフロー」を活用してきたところであるが、今般、国の「学校におけ
る新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル（２０２０．１２．３ Ver.5)や青森県の
「新型コロナウイルス感染症Q&A（令和３年１月１４日改訂）」等の取扱いが一部変更となったこ
とを踏まえ、このたび臨時休業等の措置について、見直しを図るものである。

１．国及び県の指針の臨時休業の取扱いについての主な変更点
・設置者は、保健所の見解や学校医の助言等を踏まえ、学校の全部又は一部の臨時休業の
要否を検討する。（衛生管理マニュアル 6１ページ、青森県Q&A 9ページ）

２．市のフローチャートの変更について
・上記の国及び県の取扱いの変更に伴い、別紙１のとおりフローチャートの内容を変更する。
・主な変更点は、感染者が発生した場合、

関係する学校を臨時休業 → 保健所の助言・指導を踏まえ市が臨時休業の要否を決定

・保健所の助言・指導により、出席停止のみ、学級閉鎖や学年閉鎖といった一部または学校
全部の臨時休業について、その範囲等を決定する。
・臨時休業の期間については市で決定する。
・具体的な取扱いについては、別紙２のとおり。
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新型コロナウイルス感染症発生に伴う市内小中学校の具体的対応等について
R03.4.13

１．感染者の確認
①児童生徒の保護者または教職員から学校への連絡。
②学校から教育委員会へ報告。
※症状の発生した時期、これまでの行動歴、接触者の有無など可能な範囲での確認。
感染が疑われる本人は検査結果が出るまでの期間も自宅待機。

③濃厚接触が疑われる場合について
・感染者及び接触者について確認を行う。
※保健所からは学校への影響がある時点での情報提供となり、限定的。ご家庭から
学校へ情報提供していただく。
・濃厚接触が疑われるのみでは、保護者からの申告がなければ、学校が自宅待機等
について指示を出すことは難しい。

２．児童生徒（教職員）本人の感染が確認された場合
(1)児童生徒の場合
①保健所からの助言
・保健所からの助言・指導を踏まえ、出席停止、学級・学年閉鎖等の範囲を決定する。
濃厚接触者の確認に時間を要する場合も保健所の助言・指導を踏まえ、休業
等の範囲を決定する。

②休業の範囲
・感染者との接触の範囲が限定的である場合、本人のみまたは数名の出席停止のみも
あり得る。

・濃厚接触の範囲が広がる恐れがある場合、クラス、同じフロア等について閉鎖する。
・さらに濃厚接触の範囲が広範囲になるようであれば、全校、関連する学校の臨時休
業を検討する（休業の期間については市の判断）。

③消毒の実施
・当該感染者が活動した範囲を特定して、汚染が想定される物品等の消毒を行う。

(2)教職員の場合
①保健所からの助言
・保健所からの指導・助言を踏まえ、接触があった他の教職員の出勤の可否、担任の
児童生徒の出席停止、学級・学年閉鎖するかどうかの範囲を決定する。
※本人の濃厚接触の確認に時間を要する場合も保健所の助言・指導を踏まえ、休業
等の範囲を決定する。

②休業の範囲
・感染者との接触の範囲が限定的である場合、本人のみまたは数名の出席停止のみも
あり得る。

・濃厚接触の範囲が広がる恐れがある場合、接触した教職員、担任のクラス等につい
て閉鎖することもあり得る。

・さらに濃厚接触の範囲が広範囲になるようであれば、全校・地域（小中ブロック等）
の臨時休業を検討する（休業の期間については市の判断）。

③消毒の実施
・当該感染者が活動した範囲を特定して、汚染が想定される物品等の消毒を行う。

別紙２
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３．児童生徒（教職員）が濃厚接触者等の扱いになった場合
(1)児童生徒の場合
①当該児童生徒は検査結果にかかわらず最終接触日から2週間の出席停止。
②保健所からの助言・指導を踏まえ、その他出席停止が必要とされれば対応する。
※濃厚接触者に当たらなかった場合でも、クラスター防止等のため、保健所の指導
等により検査対象となる場合もあり得る。

(2)教職員の場合
①当該教職員は検査結果にかかわらず最終接触日から2週間の出勤困難休暇。
②濃厚接触にあたらなかった場合でも、保健所からの要請により当該教職員が自宅待
機が必要とされれば、在宅勤務で対応する。

４．感染発生時の具体的手順
(1)児童が感染した場合
①学校は保護者から連絡を受け、教育委員会へ報告。
②教育委員会は学校を通じて行動歴などを確認。
③保健所による行動歴などの調査後、その助言・指導を踏まえ、教育委員会で学級閉
鎖や臨時休業について範囲、期間等を決定。

④感染が限定的である場合は一部の児童のみ出席停止。
⑤クラスター対策のため、学校内で広い範囲の検査を行う必要がある場合等、検査の
ために学校全体を休業することもあり得る。

(2)保護者が陽性となり、児童が濃厚接触者となった場合
①学校は保護者から連絡を受け、教育委員会へ報告。
②教育委員会は学校を通じて保護者及び児童の行動歴などを確認。
③学校活動において影響がある場合、保健所から学校へ調査。
④保健所の助言により、他の児童も出席停止や学級閉鎖等の措置。
⑤当該児童については、陰性であっても陽性者と最後に接触してから2週間は出席停
止。

(3)保護者が濃厚接触者となった場合（児童が濃厚接触者でない場合）
①学校は家族から連絡を受け、教育委員会へ報告。
②教育委員会は学校を通じて保護者及び児童の行動歴などを確認。
③保護者からの申し出があれば出席停止にできる。

別紙２
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む教総第３３９号
令和３年５月６日

各 小 中 学 校 校 長 各位

むつ市教育委員会
教育長 阿 部 謙 一

（公印省略）

新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえた
対外試合等制限期間の延長について

このことについて、令和3年4月16日付けむ教総第173号において、新型コロナウイルスの感
染拡大を防止するための当面の対応として、５月５日（水）までの間における部活動等での対外
試合等の制限について通知したところです。
しかしながら、青森県内の感染状況はいっそう厳しさを増しており、感染経路不明の感染者が

大きく増加し、多くのクラスターの発生と新たに変異株を有する症例も確認され、感染の拡大が
引き続き懸念されております。
現在、むつ下北地域においては、学校関係者の感染は確認されていない状況にあるものの、

県内の感染状況を踏まえ、新型コロナウイルスの感染防止対策として実施している部活動等の
対外試合の禁止等の措置について、６月１１日（金）まで延長することといたしましたので、御対
応くださるようお願いいたします。
なお、スポーツ少年団等の任意の団体については、上記の内容に準じた形（上部の大会に通

じるような公式戦への参加等）で対応するよう各団体に要請することといたします。

※令和3年4月１６日付けむ教総第173号の通知文書における「中学校体育連盟等の団体」と
は、当該連盟及び中学校文化連盟並びにこれらの団体の上部組織として取り扱います。

【担当】
むつ市教育委員会総務課 工藤
TEL 22-1111（内線3110）
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青教ス第１３９号 

令和３年４月２８日 

各市町村教育委員会 

学校保健主管課長 殿 

青森県教育委員会教育長 

（公 印 省 略） 

新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえた 

対外試合等の制限期間の延長について（通知） 

 標記のことについて、県立学校に対して別添写しのとおり通知しましたのでお知らせいた

します。 

各市町村教育委員会におかれましても、県内の感染状況を踏まえ、適切に対応していただ

くようお願いします。 

【担当】○学習指導・学校行事・生徒の指導等に関すること 

学校教育課 高等学校指導グループ TEL 017-734-9883（直通） 

学校教育課 特別支援教育推進室  TEL 017-734-9882（直通） 

○保健管理等に関すること 

スポーツ健康課 体育・健康グループTEL 017-734-9907（直通） 
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青教ス第１３９号 

令和３年４月２８日 

各県立学校長 殿 

青森県教育委員会教育長 

（公 印 省 略） 

新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえた 

対外試合等の制限期間の延長について（通知） 

本県の新型コロナウイルス感染症の発生状況について、感染拡大が危惧される状況にある

ことから、県教育委員会では、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための当面の対応

として、５月５日（水）までの間における県立学校の部活動の対外試合及び外部人材の活用

を制限することとし、令和３年４月１４日付け青教ス第６７号で通知したところです。 

しかし、その後においても、日ごとに感染状況は厳しさを増しており、４月２３日開催の

新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部会議（本部長青森県知事）において、このま

ま感染が拡大し続けると、手術の延期や救急患者の受け入れ困難な状況となるなど、通常の

医療提供にも支障が生じかねないところであり、重要な局面に差し掛かっているとの認識が

示されました。 

このような状況から、県教育委員会では、今後開催が予定されている青森県高等学校総合

体育大会、青森県高等学校定時制通信制総合体育大会等を確実に実施し、生徒の活動の成果

発表の場を確保できるようにするためには、県立学校における感染防止対策について引き続

き万全を期す必要があると判断し、同通知により５月５日（水）までとしている部活動の対

外試合及び外部人材の活用の制限期間を、６月１１日（金）まで延長することとしました。 

県立学校においては、すでに５月６日以降の日程で練習試合等を計画している部活動もあ

ると思いますが、本県の感染拡大状況及び感染防止対策の重要性等について御理解の上、制

限期間の延長の措置に御協力くださるようお願いします。 

つきましては、教職員に対して本通知の内容を周知するとともに、令和２年１２月２１日

付け通知青教ス第９１９号「部活動実施上の留意事項について」を踏まえて、学校内外にお

ける感染防止対策を適切に実施してくださるようお願いします。また、児童生徒及び保護者

に対しても、本通知の内容を周知の上、感染防止に留意するよう指導願います。 

なお、部活動の対外試合等の制限期間については、今後の県内の感染の改善状況等によっ

て変更する可能性があることを申し添えます。 

※ 令和３年４月１４日付け青教ス第６７号の記の１の（１）「対外試合の禁止に記載す

る青森県高等学校体育連盟、青森県高等学校野球連盟等の団体」については、当該連盟、

中学校体育連盟及び青森県高等学校文化連盟並びにこれらの団体の上部組織として取

り扱います。 

【担当】○学習指導・学校行事・生徒の指導等に関すること 

学校教育課 高等学校指導グループ TEL 017-734-9883（直通） 

学校教育課 特別支援教育推進室  TEL 017-734-9882（直通） 

○保健管理等に関すること 

スポーツ健康課 体育・健康グループTEL 017-734-9907（直通） 

写
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青教ス第９１９号 

令和２年１２月２１日

各県立学校長 殿  

スポーツ健康課長 

学 校 教 育 課 長 

（公印省略） 

部活動実施上の留意事項について（通知） 

 県立学校における部活動実施上の留意事項については、令和２年６月１日付け青

教ス第２５３号で通知したところですが、学校における新型コロナウイルス感染症

に関する衛生管理マニュアルの変更等を踏まえ、別添のとおりまとめましたのでお

知らせします。 

 各学校においては、本通知の内容について教職員等に周知するとともに、感染防

止のための措置を講じた上で適切に実施するようお願いします。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況等に応じて、対応を変更する場合が

あることを申し添えます。 

【担当】 

○運動部活動に関すること 

体育・健康グループ 

TEL 017-734-9907（直通） 

○文化部活動に関すること 

高等学校指導グループ 

TEL 017-734-9883（直通） 

  特別支援教育推進室 

  TEL 017-734-9882（直通） 

写

-20-



- 1 -

別 紙

【部活動実施上の留意事項】

部活動の実施に当たっては、３つの条件（ ）が重なら密閉空間、密集場所、密接場面
ないよう、以下を参考に、実施内容や方法を工夫するなど、感染防止のための措置を講
じた上で、 すること。各学校長の判断により計画的に実施

１ 部活動への参加に関すること
（１）発熱等の風邪の症状が見られる時は、部活動への参加を見合わせ、自宅で休養す

るよう指導すること。
※地域の感染状況によっては、同居の家族に風邪症状が見られる時も同様。

２ 活動日、活動時間、活動場所に関すること
（１）同一日、同一時間に多くの生徒が集まることを避けるため、各部の活動日、活動

時間をずらすなどの工夫をすること。
（２）体育館などの屋内で実施する場合は、気候上可能な限り常時、困難な場合はこま

めに（３０分に１回以上、数分程度、窓を全開にする 、２方向の窓を同時に開け）
て換気をすること。

（３）ウエイトトレーニング場、武道場、教室、部室、更衣室等の狭い施設については
時間や人数の制限をするなどの工夫をすること。

（４）練習前後には、可能な範囲で施設、用具等の消毒をすること。特に多くの生徒が
手を触れる箇所（ドアノブ、手すり、スイッチ等）は確実に消毒すること。

３ 練習に関すること
（１）石けんによるこまめな手洗い、練習後には洗顔をするよう指導すること。
（２）飲み物､タオル､身に付ける用具は各自が準備し､共用しないよう指導すること。
（３）飛沫感染が想定されるような練習及び至近距離での会話（顧問の指示等も含む）

は、屋外であっても避けるよう工夫して活動すること。
（４）公共、民間施設を利用する際には、利用する施設の指示に従うとともに、活動す

る人数を調整すること。

４ 大会・行事、遠征、合宿等に関すること
（１）大会・行事に参加する場合は、主催者及び事務局の留意事項等に従い、参加する

人数を調整すること。
（２）移動(バス、電車等利用)の際には、マスクを着用する、会話は控えめにする、降

車後は速やかに手を洗うなど、基本的感染防止対策を確実に行うこと。
（３）食事の際には、飛沫を飛ばさないような位置に座る、距離がとれなければ会話を

控える、食事後の歓談時には必ずマスクを着用するなど、基本的感染防止対策を確
実に行うこと。

（４）参加に当たっては、事前に会場となる地域（都道府県、市町村等）における感染
状況及び対応制限等を確認の上、慎重に判断すること。また、宿泊を伴う際には、
居室や共用スペース（食堂、浴室及びロビー等）における必要な感染防止対策を講
じること。

５ その他
（１）各競技団体が作成する競技別のガイドラインに留意すること。
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む教総第３６２号

令和３年５月１０日

各 小 中 学 校 校 長 様

むつ市教育委員会

教育長 阿 部 謙 一

（公印省略）

感染予防に係る今後の対応について

このことについて、令和３年４月２７日付けむ教総第３００号において大型連休中

の感染予防に係る対応について通知しておりましたが、その後も都市部のみならず、

県内においても、新規感染者が継続して発生し、複数のクラスターが発生しており、

むつ市内においても感染者が発生するなど、このまま感染が拡大し続けると、当市の

医療提供にも支障が生じることが懸念されております。

このことから、これまで市教育委員会より通知させていただきました各種取扱い等

について、別紙のとおり今後の考え方との比較一覧を作成いたしましたのでお知らせ

いたします。

主な変更点としては、「大型連休中の感染予防に係る対応について」にもありまし

たとおり、「感染者多数発生地域」の定義を「緊急事態措置適用地域、まん延防止等

重点措置の実施区域、直近１週間の新規感染者数が人口１０万人当たり１５人以上の

都道府県」といたします。

各自の判断において感染予防対策をとりながら行動していただき、一人ひとりが国

の示す「新しい生活様式の実践例」に基づき行動するようお願いいたします。

また、市外への移動につきましても、感染症の発生状況を十分に確認していただき、

外出する際には、感染対策について十分留意願います。

なお、本通知に伴う変更は「当面の間」とし、今後の考え方につきましては、国内

での感染の状況や政府の対応により判断し、通知することとなります。

【担 当】

事務局総務課 総務・学務グループ

電 話 ２２－１１１１（内線３１１０・３１１６）
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市教育委員会からの通知に係る今後の考え方について （別紙）

対象 行動内容 １月１２日からの考え方 ５月１０日からの考え方 変更点

私用旅行

県外への旅行については、旅行先の感染情報について十
分情報を収集し、感染予防対策をとりながら各自慎重に判
断すること。
ただし、感染者多数発生地域※２への不要不急の旅行は、
極力控えること。
県外への旅行を実施した場合は、体調管理に留意し、「旅
行等実施報告書」を用いて担任へ報告すること。

県外への旅行については、旅行先の感染情報について十分
情報を収集し、感染予防対策をとりながら各自慎重に判断す
ること。
ただし、感染者多数発生地域※３への不要不急の旅行は、極
力控えること。
県外への旅行を実施した場合は、体調管理に留意し、「旅行
等実施報告書」を用いて担任へ報告すること。

感染者多数発生地域※２
↓

感染者多数発生地域※３
対応変更

検温
実施
３７℃以上で出校見合わせ
出席停止扱い。

実施
３７℃以上で出校見合わせ
出席停止扱い。

変更なし

マスク
学校教育活動においては、
原則マスクを着用。

学校教育活動においては、
原則マスクを着用。

変更なし

県外在住者との接触

接触者の所在地の感染状況及び接触者の体調、行動歴の
確認をし、各自慎重に判断すること。
県外在住者との接触については、口頭による担任への報告
及び体調管理に留意すること。

接触者の所在地の感染状況及び接触者の体調、行動歴の確
認をし、各自慎重に判断すること。
県外在住者との接触については、口頭による担任への報告及
び体調管理に留意すること。

変更なし

児童生徒（転入生） むつ市内への転入

緊急事態措置実施地区から転入した児童生徒については、
２週間の出席停止とし、不要不急の外出を自粛すること。
それ以外の県外からの転入者に関しては、体調管理に留
意すること。

緊急事態措置適用地域から転入した児童生徒については、２
週間の出席停止とし、不要不急の外出を自粛すること。
それ以外の県外からの転入者に関しては、体調管理に留意す
ること。

緊急事態措置実施地区
↓

緊急事態措置適用地域
（字句の修正のみ）

私用旅行

県外への旅行については、旅行先の感染情報について十
分情報を収集し、感染予防対策をとりながら各自慎重に判
断すること。
ただし、感染者多数発生地域※２への不要不急の旅行は、
自粛すること。
県外への旅行を実施した場合は、体調管理に留意し、「旅
行等実施報告書」を用いて担任へ報告すること。

県外への旅行については、旅行先の感染情報について十分
情報を収集し、感染予防対策をとりながら各自慎重に判断す
ること。
ただし、感染者多数発生地域※３への不要不急の旅行は、自
粛すること。
県外への旅行を実施した場合は、体調管理に留意し、「旅行
等実施報告書」を用いて担任へ報告すること。

感染者多数発生地域※２
↓

感染者多数発生地域※３

出張

感染者多数発生地域※２への出張は原則禁止とする。
その他の県外の出張については、出張先の感染情報につ
いて十分情報を収集し、真に必要と校長が認める場合のみ
可とする。

感染者多数発生地域※３への出張は原則禁止とする。
その他の県外の出張については、出張先の感染情報につい
て十分情報を収集し、真に必要と校長が認める場合のみ可と
する。

感染者多数発生地域※２
↓

感染者多数発生地域※３

検温
実施。
３７℃以上で出勤見合わせ
出勤困難休暇。

実施。
３７℃以上で出勤見合わせ
出勤困難休暇。

変更なし

県外在住者との接触

緊急事態措置実施地区からの家族、親族の来訪について
は出来る限り自粛させること。
接触者の所在地の感染状況及び接触者の体調、行動歴の
確認をし、各自慎重に判断すること。
県外在住者との接触については、口頭による校長への報告
をし、「むつ市へ来訪される皆様へ」を校長へ提出すること。
体調管理に留意すること。

緊急事態措置適用地域からの家族、親族の来訪については
出来る限り自粛させること。
接触者の所在地の感染状況及び接触者の体調、行動歴の確
認をし、各自慎重に判断すること。
県外在住者との接触については、口頭による校長への報告を
し、「むつ市へ来訪される皆様へ」を校長へ提出すること。
体調管理に留意すること。

緊急事態措置実施地区
↓

緊急事態措置適用地域
（字句の修正のみ）

私用旅行

県外への旅行については、旅行先の感染情報について十
分情報を収集し、感染予防対策をとりながら各自慎重に判
断すること。
ただし、感染者多数発生地域※２への不要不急の旅行は、
自粛すること。
県外への旅行を実施した場合は、体調管理に留意し、「旅
行等実施報告書」を用いて担任へ報告すること。

県外への旅行については、旅行先の感染情報について十分
情報を収集し、感染予防対策をとりながら各自慎重に判断す
ること。
ただし、感染者多数発生地域※３への不要不急の旅行は、自
粛すること。
県外への旅行を実施した場合は、体調管理に留意し、「旅行
等実施報告書」を用いて担任へ報告すること。

感染者多数発生地域※２
↓

感染者多数発生地域※３

検温
実施。
３７℃以上で出勤見合わせ
出勤困難休暇。

実施。
３７℃以上で出勤見合わせ
出勤困難休暇。

変更なし

県外在住者との接触

緊急事態措置実施地区からの家族、親族の来訪について
は出来る限り自粛させること。
接触者の所在地の感染状況及び接触者の体調、行動歴の
確認をし、各自慎重に判断すること。
県外在住者との接触については、口頭による校長への報告
をし、「むつ市へ来訪される皆様へ」を校長へ提出すること。
体調管理に留意すること。

緊急事態措置適用地域からの家族、親族の来訪については
出来る限り自粛させること。
接触者の所在地の感染状況及び接触者の体調、行動歴の確
認をし、各自慎重に判断すること。
県外在住者との接触については、口頭による校長への報告を
し、「むつ市へ来訪される皆様へ」を校長へ提出すること。
体調管理に留意すること。

緊急事態措置実施地区
↓

緊急事態措置適用地域
（字句の修正のみ）

私用旅行

県外への旅行については、旅行先の感染情報について十
分情報を収集し、感染予防対策をとりながら各自慎重に判
断すること。
ただし、感染者多数発生地域※２への不要不急の旅行は、
自粛すること。
県外への旅行を実施した場合は、体調管理に留意し、「旅
行等実施報告書」を用いて担任へ報告すること。

県外への旅行については、旅行先の感染情報について十分
情報を収集し、感染予防対策をとりながら各自慎重に判断す
ること。
ただし、感染者多数発生地域※３への不要不急の旅行は、自
粛すること。
県外への旅行を実施した場合は、体調管理に留意し、「旅行
等実施報告書」を用いて担任へ報告すること。

感染者多数発生地域※２
↓

感染者多数発生地域※３

検温
実施。
３７℃以上で出勤見合わせ
出勤困難休暇。

実施。
３７℃以上で出勤見合わせ
出勤困難休暇。

変更なし

県外在住者との接触

緊急事態措置実施地区からの家族、親族の来訪について
は出来る限り自粛させること。
接触者の所在地の感染状況及び接触者の体調、行動歴の
確認をし、各自慎重に判断すること。
県外在住者との接触については、口頭による校長への報告
をし、「むつ市へ来訪される皆様へ」を校長へ提出すること。
体調管理に留意すること。

緊急事態措置適用地域からの家族、親族の来訪については
出来る限り自粛させること。
接触者の所在地の感染状況及び接触者の体調、行動歴の確
認をし、各自慎重に判断すること。
県外在住者との接触については、口頭による校長への報告を
し、「むつ市へ来訪される皆様へ」を校長へ提出すること。
体調管理に留意すること。

緊急事態措置実施地区
↓

緊急事態措置適用地域
（字句の修正のみ）

児童生徒（在校生）

県費負担教職員

学校給食調理員
学校給食作業員

スクールサポーター
小中一貫教育非常勤

講師
学校用務員

外国語指導助手
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市教育委員会からの通知に係る今後の考え方について （別紙）

対象 行動内容 １月１２日からの考え方 ５月１０日からの考え方 変更点

私用旅行

県外への旅行については、旅行先の感染情報について十
分情報を収集し、感染予防対策をとりながら各自慎重に判
断すること。
ただし、感染者多数発生地域※２への不要不急の旅行は、
自粛すること。
県外への旅行を実施した場合は、体調管理に留意し、「旅
行等実施報告書」を用いて担任へ報告すること。

県外への旅行については、旅行先の感染情報について十分
情報を収集し、感染予防対策をとりながら各自慎重に判断す
ること。
ただし、感染者多数発生地域※３への不要不急の旅行は、自
粛すること。
県外への旅行を実施した場合は、体調管理に留意し、「旅行
等実施報告書」を用いて担任へ報告すること。

感染者多数発生地域※２
↓

感染者多数発生地域※３

出張

感染者多数発生地域※２への出張は原則禁止とする。
その他の県外の出張については、出張先の感染情報につ
いて十分情報を収集し、真に必要と部局長が認める場合の
み可とする。

感染者多数発生地域※２への出張は原則禁止とする。
その他の県外の出張については、出張先の感染情報につい
て十分情報を収集し、真に必要と部局長が認める場合のみ可
とする。

変更なし

他地域在住者との接
触

緊急事態措置実施地区からの家族、親族の来訪について
は出来る限り自粛させること。
接触者の所在地の感染状況及び接触者の体調、行動歴の
確認をし、各自慎重に判断すること。
県外在住者との接触については、チェックリストにより所属
長及び部局長への報告及び体調管理に留意すること。

緊急事態措置適用地域からの家族、親族の来訪については
出来る限り自粛させること。
接触者の所在地の感染状況及び接触者の体調、行動歴の確
認をし、各自慎重に判断すること。
県外在住者との接触については、チェックリストにより所属長
及び部局長への報告及び体調管理に留意すること。

緊急事態措置実施地区
↓

緊急事態措置適用地域
（字句の修正のみ）

検温
実施。
３７℃以上で出勤見合わせ
出勤困難休暇。

実施。
３７℃以上で出勤見合わせ
出勤困難休暇。

変更なし

 ※１

※２
いう。

※３

（注意１）

（注意２）

新規感染者数が人口１０万人当たり１５人以上の都道府県」とする。

１月１２日からの考え方における「感染者多数発生地域」とは「直近１週間の新規感染者数が人口１０万人当たり１５人以上の都道府県」を

接触者の所在地の感染状況及び接触者の体調、行動歴の確認をし、各自慎重に判断し、感染症拡大防止に御協力をお願いいたします。

（参考）むつ市職員

市外出張、市外旅行を実施する際は新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA) を活用するよう御協力をお願いいたします。

 「むつ市を含む下北」とは「むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村」を言う。

上記のサイトにおいて数値が「１５．００」以上である都道府県が該当。

検索サイトで「新型コロナ 感染状況のステージと６指標」と検索し、「新型コロナ 感染状況のステージと6指標 - Yahoo! JAPAN」を選択。

URL「https://hazard.yahoo.co.jp/article/20200813#number」

画面上部の「新規報告数」をクリックすることで確認が可能。

「感染者多数発生地域」については、毎週水曜日に各学校にメールにてお知らせいたします。

５月１０日からの考え方における「感染者多数発生地域」とは「緊急事態措置適用地域、まん延防止等重点措置の実施区域、直近１週間の
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む教総第３６２号

令和３年５月１０日

保 護 者 の 皆 様

むつ市教育委員会

教育長 阿 部 謙 一

（公印省略）

感染予防に係る今後の対応について

平素より、教育行政につきまして御理解と御協力を賜り誠にありがとうございます。

さて、令和３年４月２７日付けむ教総第３００号において大型連休中の感染予防に

係る対応についてお知らせしておりましたが、その後も都市部のみならず、県内にお

いても、新規感染者が継続して発生し、複数のクラスターが発生しており、むつ市内

においても感染者が発生するなど、このまま感染が拡大し続けると、当市の医療提供

にも支障が生じることが懸念されております。

このことから、これまで市教育委員会より通知させていただきました各種取扱い等

について、別紙のとおり今後の考え方との比較一覧を作成いたしましたのでお知らせ

いたします。

主な変更点としては、「大型連休中の感染予防に係る対応について」にもありまし

たとおり、「感染者多数発生地域」の定義を「緊急事態措置適用地域、まん延防止等

重点措置の実施区域、直近１週間の新規感染者数が人口１０万人当たり１５人以上の

都道府県」といたします。

各自の判断において感染予防対策をとりながら行動していただき、一人ひとりが国

の示す「新しい生活様式の実践例」に基づき行動するようお願いいたします。

また、市外への移動につきましても、感染症の発生状況を十分に確認していただき、

外出する際には、感染対策について十分留意願います。

なお、本通知に伴う変更は「当面の間」とし、今後の考え方につきましては、国内

での感染の状況や政府の対応により判断し、通知することとなります。

【担 当】

事務局総務課 総務・学務グループ

電 話 ２２－１１１１（内線３１１０・３１１６）
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の
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（
Ｒ

３
．

５
．

１
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～
）

（
別

紙
）

対
象

行
動

内
容

こ
れ

ま
で

の
対

応
今

後
の

対
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変
更
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私
用

旅
行
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た
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し

、
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域

※
２

へ
の
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の
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は

、
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。
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は
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と
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県
外

へ
の

旅
行

に
つ

い
て

は
、

旅
行

先
の

感
染

情
報

に
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い
て
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情
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収

集
し

、
感
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防
対

策
を

と
り

な
が

ら
各

自
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重
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判
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こ
と

。
た

だ
し

、
感
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者

多
数

発
生
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域

※
３

へ
の
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要

不
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の
旅

行
は

、
極

力
控
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と

。
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へ

の
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実
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場
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、
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調
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理
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、
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実
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書
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感
染

者
多

数
発

生
地

域
※

２
↓

感
染

者
多

数
発

生
地

域
※

３

検
温

実
施

。
３

７
℃

以
上

で
出

校
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わ

せ
出

席
停

止
扱

い
。

実
施

。
３
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℃

以
上

で
出
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わ

せ
出

席
停
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扱

い
。

変
更

な
し

マ
ス

ク
の

着
用
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動

に
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、

原
則
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を
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教
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に
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。
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触
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※
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３
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又
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る

。
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む教総第４１０号

令和３年５月１４日

各 小 中 学 校 校 長 様

むつ市教育委員会

教育長 阿 部 謙 一

（公印省略）

青森県が感染者多数発生地域に該当した事に伴う今後の対応について

現在国内では、６都府県に対し緊急事態措置を適用し、８道県に対しまん延防止等

重点措置を適用するなどこれまでにない危機感をもった対応がなされております。

県内でも、連日、多くの新規感染者が確認され、５月１１日夕方時点で８１人の入

院者を抱え、病床の使用率は政府分科会の示した「医療のひっ迫具合（病床使用率）」

の指標で感染急増段階を示す「ステージ３」となっております。

また、「１週間の１０万人あたりの新規感染者数」においても「ステージ３」とな

っているところであります。

以上のような状況から今一度、感染予防対策を図る必要がありますので、下記事項

について、貴下教職員に確実に周知し、留意の上対応くださるようお願いいたします。

記

【期間：一週間の１０万人当たりの感染者数が１５人を下回るまで】

※木曜日から水曜日までの間に１５人を上回る日が１日でもあった場合、翌木曜日

から水曜日までは以下の対応を求めることとなります。

（例）５月６日（木）から５月１２日（水）までの間に１５人を上回った場合

５月１３日（木）から５月１９日（水）までが対象期間。

※市ＨＰにて全国の新規感染者の状況をまとめておりますので、御確認ください。

ＵＲＬ https://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/37,90420,68,914,html

（１）市外への不要不急の往来は強く自粛を求める。（通勤は除く。）

（２）感染者多数発生地域からの家族、親族等の不要不急の来訪はできるだけ控えて

いただく。

（３）緊急事態措置適用地域からの事業者等の来校は原則禁止。

（４）会食については、普段一緒にいる人と少人数で短時間で行うようにし、仮に親

戚や友人であっても普段一緒にいない人とは極力控える。

職員及び御家族、そして市民の皆様のこれまでの対応がむつ市を新型コロナウイル

ス感染症から守ってきたということは、まぎれもない事実です。

引き続き、感染予防対策を徹底してくださるよう重ねてお願いいたします。

以上

【担 当】

事務局総務課 総務・学務グループ

電 話 ２２－１１１１（内線３１１０）
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む教総第４１０号

令和３年５月１４日

保 護 者 の 皆 様

むつ市教育委員会
教育長 阿 部 謙 一

（公印省略）

青森県が感染者多数発生地域に該当した事に伴う今後の対応について

現在国内では、６都府県に対し緊急事態措置を適用し、８道県に対しまん延防止等

重点措置を適用するなどこれまでにない危機感をもった対応がなされております。

県内でも、連日、多くの新規感染者が確認され、５月１１日夕方時点で８１人の入
院者を抱え、病床の使用率は政府分科会の示した「医療のひっ迫具合（病床使用率）」
の指標で感染急増段階を示す「ステージ３」となっております。

また、「１週間の１０万人あたりの新規感染者数」においても「ステージ３」とな
っているところであります。
以上のような状況から今一度、感染予防対策を図る必要がありますので、下記事項

について、十分留意の上、御対応くださるようお願いいたします。

記

【期間：一週間の１０万人当たりの感染者数が１５人を下回るまで】
※木曜日から水曜日までの間に１５人を上回る日が１日でもあった場合、翌木曜日
から水曜日までは以下の対応を求めることとなります。
（例）５月６日（木）から５月１２日（水）までの間に１５人を上回った場合

５月１３日（木）から５月１９日（水）までが対象期間。
※市ＨＰにて全国の新規感染者の状況をまとめておりますので、御確認ください。
ＵＲＬ https://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/37,90420,68,914,html

（１）感染者多数発生地域への不要不急の往来は極力控えてください。
（２）感染者多数発生地域からの家族、親族等の不要不急の来訪はできるだけ控えて

いただくよう御対応ください。
（３）会食については、普段一緒にいる人と少人数で短時間で行うようにし、仮に親

戚や友人であっても普段一緒にいない人とは極力控えてください。

各自の判断において感染予防対策をとりながら行動していただき、一人ひとりが国

の示す「新しい生活様式の実践例」に基づき行動するようお願いいたします。

市内の移動につきましても、感染症の発生状況を十分に確認していただき、外出す

る際には、感染対策について十分留意願います。

以上

【担 当】

事務局総務課 総務・学務グループ

電 話 ２２－１１１１（内線３１１０）
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